
令和5年度　公文書開示（10月分）総務局
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1 R5.9.25 R5.10.4 庁内警備等業務委託　技術審査委員会　採点結果 1 1
総務局総務部総務

課

2 R5.9.26 R5.10.5

令和４年度労働力調査等に関する地方別事務打合せ会（関東・甲信静ブ
ロック：令和４年11月17日開催）資料のうち次の文書
・会議次第
・書類番号３令和５年からの変更点、今後の取り組みについて

15 1

総務局
統計部

社会統計課

3 R5.9.26 R5.10.6

（１）令和２年７月21日付政統発0721第13号
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）
「毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令の施行等について」
（２）令和２年７月30日付政統雇発0730第１号
厚生労働省政策統括官付参事官（企画調整担当）付統計管理官（雇用・賃金福祉統
計室長併任）
「毎月勤労統計調査における東京都の500人以上規模事業所の厚生労働省が直轄で
行っている事務の移管等について」
（３）令和３年５月18日付政統発0518第１号
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当）
「毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令の施行等について（施行通知）」
（４）令和３年５月18日付政統雇発0518第１号
厚生労働省政策統括官付参事官（企画調整担当）付統計管理官（雇用・賃金福祉統
計室長併任）
「毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令の施行に伴う対応について」
（５）令和３年11月19日付政統発1119第１号
厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）
「毎月勤労統計調査規則の一部を改正する省令の施行等について（施行通知）」
（６）令和３年11月19日付政統雇発1119 第１号
厚生労働省政策統括官付参事官（企画調整担当）付統計管理官（雇用・賃金福祉統
計室長併任）
「毎月勤労統計調査の変更等に伴う対応について」
（７）令和２年７月　総務省統計局
「令和２年国勢調査第３次地方別事務打合せ会」資料

159 1
総務局統計部人口

統計課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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決定区分 （根拠規定）条例７条

4 R5.9.11 R5.10.11

4月25日 メール
 　　　 添付ファイル
5月11日 メール
        添付ファイル
5月12日 メール
5月20日 文書
5月23日 メール
        添付ファイル
5月27日 メール
        添付ファイル
6月 2日 文書
6月22日 メール
        添付ファイル
7月11日 メール
        添付ファイル
7月19日 メール
8月 2日 メール
        添付ファイル
8月12日 メール
        添付ファイル
8月17日 メール
        添付ファイル
8月19日 メール
8月19日 メール
        添付ファイル
8月23日 メール
        添付ファイル
8月24日 契約書

76 1 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるもの又は特
定の個人を識別することができないが権利利益
を侵害するものであるため
(条例第7条第4号)
犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれ
があるため
(条例第7条第6号)
業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
ため

総務局人権部人権
施策推進課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

5 R5.9.11 R5.10.11

・2023年３月に、上映作品を上映できなくなったことに関して説明と上
映をあらためて要望書で求めたことに関連して検討した文書すべて。
・2016年以降、人権部の中で関東大震災の朝鮮人虐殺に関連するイベン
トへの対応を決めた文書すべて。

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在し
ないため

総務局人権部人権
施策推進課

6 R5.9.29 R5.10.13

東京都人権プラザで行われた企画展○○「あなたの本当の家を探しにい
く」において、映像作品《○○》のトークイベントと上映が東京都の判
断によって中止となったが、中止決定に至るまでに人権部とセンター担
当者間の意見交換のために送付したメールが外部に伝わり、あたかも都
の見解として受けとめられたことで誤解を生じさせることとなった件に
関する、（公財）東京都人権啓発センターおよび東京都によるセンター
職員と人権部職員への調査と処分に係わるセンターと人権部が交わした
やり取りに係わるメールを含めた資料一式及び作成したメール、議事
録、メモを含めた資料一式。

1
当該開示請求に係る公文書の存否を明らかにす
ることで非開示情報を開示することとなるため

総務局人権部人権
施策推進課

7 R5.10.5 R5.10.16
○○株式会社の代表取締役である○○氏（○○理事）が東京都庁で行っ
た、クレーム対応などに関する研修の際に使用した資料一切

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在し
ないため

総務局総務部情報
公開課

8 R5.10.10 R5.10.17

・契約番号04-01578　雄山環状　　林道測量設計委託
・契約番号04-01586　土佐林道測量設計委託
・契約番号05-01547　雄山環状林道測量設計委託
・契約番号05-01548　坪田林道測量設計委託
・契約番号05-01581　電線共同溝設置工事に伴う測量（５三－神着）

80 1
総務局三宅支庁総

務課

9 R5.8.21 R5.10.20

・リーデング型（eラーニング）コンプライアンス推進研修（管理監督者向け）テキスト及びテスト
・リーデング型（eラーニング）コンプライアンス推進研修（一般職員向け）テキスト及びテスト
・職層別研修「新任研修（前期）」「東京都におけるコンプライアンス」テキスト
・技能長・担任技能長研修の研修テキスト
・管理職候補者研修「都政実務（人事管理）」テキスト
・講師養成研修「都におけるコンプライアンス」テキスト
・スキルアップ研修「使命と倫理」テキスト
・課長代理研修テキスト
・統括課長代理研修テキスト
・管理職候補者研修「危機管理・非行防止」テキスト
・課長研修Ⅰ「課長の仕事の進め方・人材育成技法」テキスト
・講師養成研修「都におけるコンプライアンス」資料
・講師養成研修「コンプライアンス推進研修」の進め方テキスト
・幹部研修「ハラスメント対策研修」テキスト
・幹部研修「危機管理研修」テキスト
・部長研修「労務管理（ハラスメント対策）」テキスト
・講師養成研修「地方自治体のコンプライアンス」テキスト
・コンプライアンス研修で使用しているDVD（映像教材）

633 1
総務局人事部人事

課
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10 R5.8.21 R5.10.20

・リーデング型（eラーニング）コンプライアンス推進研修（管理監督者向け）テキスト及びテスト
・リーデング型（eラーニング）コンプライアンス推進研修（一般職員向け）テキスト及びテスト
・職層別研修「新任研修（前期）」「東京都におけるコンプライアンス」テキスト
・技能長・担任技能長研修の研修テキスト
・管理職候補者研修「都政実務（人事管理）」テキスト
・講師養成研修「都におけるコンプライアンス」テキスト
・スキルアップ研修「使命と倫理」テキスト
・課長代理研修テキスト
・統括課長代理研修テキスト
・管理職候補者研修「危機管理・非行防止」テキスト
・課長研修Ⅰ「課長の仕事の進め方・人材育成技法」テキスト
・講師養成研修「都におけるコンプライアンス」資料
・講師養成研修「コンプライアンス推進研修」の進め方テキスト
・幹部研修「ハラスメント対策研修」テキスト
・幹部研修「危機管理研修」テキスト
・部長研修「労務管理（ハラスメント対策）」テキスト
・講師養成研修「地方自治体のコンプライアンス」テキスト
・コンプライアンス研修で使用しているDVD（映像教材）

633 1 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるもの又は特
定の個人を識別することができないが権利利益
を侵害するものであるため
(条例第7条第3号)
法人等が独自に収集した情報が含まれており、
公にすることにより法人等と情報収集先との信
頼関係が損なわれ、法人等の事業運営上の地位
が損なわれると認められるため
(条例第7条第6号)
過年度の処分事例に関連する人事管理情報であ
り、公にすることで公正かつ円滑な人事の確保
に支障を及ぼすおそれがあるため
事業者が、事業情報の流出を恐れて都の研修業
務への参入を忌避する、又は都に提供する研修
テキストの質・量を低下させる等の対応を取る
可能性が考えられる。研修講師及び研修テキス
トの質の担保は都の人材育成事業の根幹をなす
ものであり、開示によって事業遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため

総務局人事部人事
課

11 R5.8.21 R5.10.20

・リーデング型（eラーニング）コンプライアンス推進研修（管理監督者向け）テキスト及びテスト
・リーデング型（eラーニング）コンプライアンス推進研修（一般職員向け）テキスト及びテスト
・職層別研修「新任研修（前期）」「東京都におけるコンプライアンス」テキスト
・技能長・担任技能長研修の研修テキスト
・管理職候補者研修「都政実務（人事管理）」テキスト
・講師養成研修「都におけるコンプライアンス」テキスト
・スキルアップ研修「使命と倫理」テキスト
・課長代理研修テキスト
・統括課長代理研修テキスト
・管理職候補者研修「危機管理・非行防止」テキスト
・課長研修Ⅰ「課長の仕事の進め方・人材育成技法」テキスト
・講師養成研修「都におけるコンプライアンス」資料
・講師養成研修「コンプライアンス推進研修」の進め方テキスト
・幹部研修「ハラスメント対策研修」テキスト
・幹部研修「危機管理研修」テキスト
・部長研修「労務管理（ハラスメント対策）」テキスト
・講師養成研修「地方自治体のコンプライアンス」テキスト
・コンプライアンス研修で使用しているDVD（映像教材）

633 1 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるもの又は特
定の個人を識別することができないが権利利益
を侵害するものであるため
(条例第7条第3号)
法人等が独自に収集した情報が含まれており、
公にすることにより法人等と情報収集先との信
頼関係が損なわれ、法人等の事業運営上の地位
が損なわれると認められるため
(条例第7条第6号)
過年度の処分事例に関連する人事管理情報であ
り、公にすることで公正かつ円滑な人事の確保
に支障を及ぼすおそれがあるため
事業者が、事業情報の流出を恐れて都の研修業
務への参入を忌避する、又は都に提供する研修
テキストの質・量を低下させる等の対応を取る
可能性が考えられる。研修講師及び研修テキス
トの質の担保は都の人材育成事業の根幹をなす
ものであり、開示によって事業遂行に支障を及
ぼすおそれがあるため

総務局人事部人事
課

12 R5.10.10 R5.10.23
自動車保険保険契約明細書及び一般自動車保険保険契約明細書（総務局
大島支庁）

172 1 1
(条例第7条第4号)
印影の偽造等による犯罪の予防等に支障をきた
すおそれがあるため

総務局大島支庁総
務課

13 R5.10.10 R5.10.24 自動車保険保険契約明細書及び一般自動車保険保険契約明細書 88 1 1
(条例第7条第4号)
印影の偽造等による犯罪の予防等に支障をきた
すおそれがあるため

総務局八丈支庁総
務課

14 R5.10.10 R5.10.24
自動車保険保険契約明細書及び一般自動車保険保険契約明細書（総務局
小笠原支庁）

54 1 1
(条例第7条第4号)
印影の偽造等による犯罪の予防等に支障をきた
すおそれがあるため

総務局総務部情報
公開課

15 R5.10.10 R5.10.24
自動車保険保険契約明細書及び一般自動車保険保険契約明細書（総務局
三宅支庁）

41 1 1
(条例第7条第4号)
印影の偽造等による犯罪の予防等に支障をきた
すおそれがあるため

総務局大島支庁総
務課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

16 R5.10.10 R5.10.24 令和５年７月24日付行政書士又は行政書士法人に対する懲戒処分請求書 17 1 1 1 1 1

特定の個人を識別することができるため又は法
人等に係る情報で、公にすることにより法人等
の事業運営上の地位が損なわれると認められる
ため、犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたす
おそれがあるため、行政書士の懲戒処分に係る
事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
ため

総務局行政部振興
企画課

17 R5.10.14 R5.10.27

【開示】
・知事講評文
・9月3日知事行動記録
・関東大震災100年出張博物館企画提案書
・関東大震災100年出張博物館の企画展示物及び説明文

61 1
総務局総合防災部
防災管理課

18 R5.10.14 R5.10.27
【一部開示】
・総合防災訓練に係る出張博物館の展示物作成委託に係る請求書

61 1 1 1 1

(条例第7条第4号)
印影の偽造等による犯罪の予防等に支障をきた
すおそれがあるため
(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるため
(条例第7条第3号)
法人等に係る情報で、公にすることにより法人
等の事業運営上の地位が損なわれると認められ
るため

総務局総合防災部
防災管理課

19 R5.9.25 R5.10.27

平成28年度から本日まで玉川上水について
1.民間事業者から東京都への玉川上水全ての打ち合わせ記録
2.東京都から民間事業との玉川上水全ての打ち合わせ記録
3.民間事業者から東京都への玉川上水についての全ての申請（文書、図画、メモ、
メール）
4.東京都から民間事業者への玉川上水について全ての申請の返信または許可など
（文書、図画、メモ、メール）

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在し
ないため

総務局総務部情報
公開課

20 R5.9.25 R5.10.27

平成28年度から本日まで玉川上水について
1.渋谷区から東京都への玉川上水全ての打ち合わせ記録
2.東京都から渋谷区からの玉川上水全ての打ち合わせ記録
3.渋谷区から東京都への玉川上水についての全ての申請（文書、図画、メモ、メー
ル）
4.東京都から渋谷区からの玉川上水について全ての申請の返信または許可など（文
書、図画、メモ、メール）

1
実施機関では作成及び取得しておらず、存在し
ないため

総務局総務部情報
公開課

21 R5.9.29 R5.10.30
令和４年４月25日メール及び添付資料
令和４年８月12日メール及び添付資料
令和４年８月17日メール及び添付資料

9 1 1 1

(条例第7条第2号)
特定の個人を識別することができるもの又は特
定の個人を識別することができないが権利利益
を侵害するものであるため
(条例第7条第6号)
業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある
ため

総務局人権部人権
施策推進課

22 R5.10.24 R5.10.31

下記案件に係る金入りの委託総括書、種別内訳書、代価明細表、材料品調書及び機
械器具調書
・契約番号05-01574　キワダ沢砂防工事に伴う測量、地質調査及び詳細設計その２
・契約番号05-01575　阿古地区第一沢（仮称）砂防工事に伴う測量、地質調査及び
詳細設計
・契約番号05-01584　タミヤマ沢砂防工事に伴う基本設計その２
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